
増毛町出産祝金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、町民の出産を祝福するとともに、次代を担う子どもたちの健や

かな成長を願い、増毛町出産祝金（以下、「出産祝金」という。）を交付すること

により、町民の子育てを支援し、家庭における生活の安定に寄与することを目的と

する。 

（交付対象者） 

第２条 出産祝金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する

者とする。ただし、増毛町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例（平成19

年条例第８号）第４条に規定する特定滞納者は除く。 

(１) 増毛町の住民基本台帳に登録され、かつ、町内に居住している者 

(２) 増毛町出産準備金支給事業実施要綱（平成26年達第４号）第３条第１項の規

定に基づき、出産準備金支給申請書（出生時）を提出し、支給を受けた保護者

（以下「保護者」という。） 

(３) 町長が特に必要と認めた者 

（出産祝金の額） 

第３条 出産祝金の額は、次の各号に定める額とする。 

(１) 第１子 100,000円 

(２) 第２子 200,000円 

(３) 第３子以降 300,000円 

（交付の決定通知） 

第４条 町長は、出産祝金を交付することを決定したときは、増毛町出産祝金交付通

知書（様式第１号）により保護者に通知する。 

（出産祝金の返還） 

第５条 町長は、出産祝金の交付を受けた者が次の各号に該当する場合は、既に交付

した出産祝金の全部又は一部を返還させることができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により出産祝金の交付を受けたとき。 

(２) この要綱に基づく規定に違反したとき。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和５年４月１日以降の出生児の保護者から

適用する。 

（経過措置） 

２ 令和５年４月１日以降の出生児の保護者であって、公布の日の前日までに転出等



により他市町村の住民基本台帳に登録された者は、出産祝金を支給しないものとす

る。 

様式第１号（第４条関係） 

 


